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有
害
鳥
獣
捕
獲
実
施

狩
猟
免
許
の

新
規
取
得
者
支
援

介
護
保
険
料（
仮
算
定
）納
入

通
知
書
を
送
付
し
ま
す

架
空
請
求
に
は
注
意
を

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
か
か
る
傷
病

手
当
金
の
適
用
期
間
を

５
月
７
日
ま
で
延
長
し
ま
し
た

固
定
資
産
税・

都
市
計
画
税
の
お
知
ら
せ

石
巻
市
犯
罪
被
害
者
等

支
援
条
例
を
制
定
し
ま
し
た

国
民
健
康
保
険
加
入
の
皆
さ
ん

簡
易
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

国
民
健
康
保
険
税
の
納
税

通
知
書
を
送
付
し
ま
す

ツ
イ
ッ
タ
ー
で
道
路
危
険

箇
所
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

個
人
情
報
保
護
制
度
に

つ
い
て

�

お
知
ら
せ

今月の
お知
� らせ

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

影
響
に
よ
り
、行
事
な

ど
が
中
止
や
延
期
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ニ
ホ
ン
ジ
カ
な
ど
を
捕
獲
す

る
た
め
、猟
銃
・
わ
な
に
よ
る
有

害
鳥
獣
捕
獲
を
実
施
し
ま
す
。

山
中
に
立
ち
入
る
際
は
目
立
つ

色
の
服
や
帽
子
を
着
用
す
る
な

ど
、十
分
に
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。ま
た
、捕
獲
に
使
用
す
る
わ

な
を
見
か
け
た
場
合
は
、危
険
で

す
の
で
近
づ
か
な
い
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。

※
実
施
日
お
よ
び
実
施
場
所
な

ど
、詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

問　
ニ
ホ
ン
ジ
カ
対
策
室

　
（
内
線
３
５
５
９
）

　

新
た
に
狩
猟
免
許
を
取
得
し

た
方
に
、講
習
会
や
試
験
に
要

す
る
費
用
の
助
成
を
行
って
い
ま

す
。

対
象　
市
内
在
住
で
令
和
５
年

度
に
狩
猟
免
許
を
取
得
し
た

方

　

令
和
５
年
４
月
１
日
時
点
の

世
帯
状
況
、令
和
３
年
分
の
所

得
な
ど
に
基
づ
き
、介
護
保
険
料

を
計
算（
仮
算
定
）し
、４
月
中

旬
に
令
和
５
年
度
納
入
通
知
書

を
送
付
し
ま
す
。

※
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い

る
方
を
除
く

問
申

　
介
護
福
祉
課

　
（
内
線
２
４
４
５
）

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　
実
在
す
る
企
業
や
公
的
機
関

な
ど
に
な
り
す
ま
し
て
、お
金
を

だ
ま
し
取
る「
架
空
料
金
請
求

詐
欺
」が
多
発
し
て
い
ま
す
。

　
電
話
や
メ
ー
ル
な
ど
を
用
い
て

「
電
話
料
金
が
未
納
に
つ
き
法

的
措
置
を
と
る
」「
本
日
中
に
連

絡
が
な
い
場
合
は
追
加
料
金
を

請
求
す
る
」な
ど
と
告
げ
て
不

安
を
あ
お
っ
て
き
ま
す
が
、す
ぐ

に
電
話
を
か
け
な
い
で
冷
静
に

対
応
し
ま
し
ょ
う
。安
易
に
信
用

し
自
ら
個
人
情
報
を
知
ら
せ
な

い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

問　
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
23-

５
０
４
０

対
象　
国
民
健
康
保
険
・
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者

で
、給
与
な
ど
の
支
払
い
を
受

け
て
い
る
方
の
う
ち
、新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感

染
、ま
た
は
発
熱
な
ど
の
症
状

が
あ
り
感
染
が
疑
わ
れ
、そ
の

療
養
の
た
め
勤
務
す
る
こ
と

が
出
来
な
く
な
っ
た
方
。

※
詳
し
く
は
市
ま
た
は
宮
城
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

問
申

　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
４
４
）

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　
各
支
所

●
課
税
台
帳
の
閲
覧
お
よ
び
縦

覧
帳
簿
に
よ
る
縦
覧

　

市
内
に
資
産
を
所
有
す
る
方

は
、課
税
標
準
額
な
ど
を
閲
覧

で
き
ま
す
。

　
ま
た
、他
の
市
内
の
土
地
や
家

屋
の
評
価
額
を
縦
覧
し
、自
分

の
資
産
と
比
較
す
る
こ
と
で
、評

価
の
適
正
さ
を
確
認
で
き
ま
す
。

縦
覧
期
間　
４
月
３
日（
月
）～

５
月
31
日（
水
）（
土
日・
祝
日

を
除
く
）

閲
覧・縦
覧
場
所

　
資
産
税
課
・
各
総
合
支
所
市

民
福
祉
課・各
支
所

手
数
料

・
課
税
台
帳
の
閲
覧

　
１
件　
３
０
０
円

※
縦
覧
期
間
中
の
令
和
５
年
度

分
は
無
料

・
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧 

無
料

※
閲
覧
、縦
覧
の
際
は
身
分
証
明

書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。代
理

の
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で

す
。（
同
居
家
族
は
不
要
）ま

た
、法
人
の
場
合
は
代
表
者
か

ら
の
委
任
状
が
必
要
で
す
。

●
路
線
価
の
公
開

　

宅
地
の
価
格
評
価
の
基
準
と

な
る
路
線
価
と
標
準
宅
地
の
位

置
を
４
月
３
日（
月
）か
ら
閲
覧

で
き
ま
す
。

●
証
明
書
の
交
付
時
期

　
令
和
５
年
度
分
の
評
価
証
明

書
は
４
月
３
日(

月)

か
ら
、公
課

証
明
書
は
５
月
１
日（
月
）か
ら

交
付
し
ま
す
。

問　・
閲
覧・縦
覧
に
つ
い
て

　
資
産
税
課（
内
線
３
１
２
１
）

・
証
明
書
に
つ
い
て

　
市
民
税
課（
内
線
３
１
０
６
）

　

犯
罪
行
為
に
よ
り
、負
傷
さ

れ
た
方
や
、尊
い
命
を
奪
わ
れ
た

方
の
遺
族
に
対
し
て
、被
害
の
早

期
回
復
や
軽
減
を
支
援
す
る
た

め
、「
石
巻
市
犯
罪
被
害
者
等

支
援
条
例
」を
制
定
し
、令
和
５

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま

す
。

　

支
援
を
受
け
る
場
合
に
は
、

警
察
で
の
被
害
届
の
受
理
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、事

前
に
確
認
く
だ
さ
い
。

問　・
事
件
に
関
す
る
こ
と

　
石
巻
警
察
署　
警
務
課

　
☎
95-

４
１
４
１

　
河
北
警
察
署　
警
務
課

　
☎
62-
３
４
１
１

・
そ
の
他
条
例
に
関
す
る
こ
と

　
市
地
域
協
働
課

　
（
内
線
３
３
１
７
）

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
世
帯
は
、所
得
金
額
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
、申
告
す
る
義
務

が
あ
り
ま
す
。

　

世
帯
主
と
国
保
に
加
入
し
て

い
る
世
帯
員
の
合
算
所
得
が
基

準
を
下
回
る
場
合
、保
険
税
が

軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す

の
で
、次
の
よ
う
な
方
で
、住
民

税
申
告
を
し
て
い
な
い
方
は
必

ず
簡
易
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
令
和
４
年
中
に
収
入
の
な

か
っ
た
方

②
令
和
４
年
中
に
障
害
年
金
や

遺
族
年
金
、雇
用
保
険
な
ど

の
非
課
税
所
得
の
み
の
方(

国

民
年
金
な
ど
の
受
給
者
は
、

申
告
不
要)

③
令
和
４
年
中
に
扶
養
、仕
送

り
、退
職
金
・
預
貯
金
で
生
活

し
て
い
た
方
な
ど

※
国
保
加
入
世
帯
の
中
で
、１

人
で
も
未
申
告
の
方
が
い
る

と
、保
険
税
の
軽
減
や
高
額

療
養
費
の
負
担
限
度
額
の
判

定
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
３
６
）

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
世
帯
の
世
帯
主
に
、４
月

中
旬
に
仮
算
定
分
の
納
税
通
知

書(

第
１
期
～
第
３
期
の
暫
定
賦

課)

を
送
付
し
ま
す
。

　
ま
た
、第
４
期
～
第
10
期
の
保

険
税
の
納
税
通
知
書（
確
定
賦

課
）は
、７
月
中
旬
に
送
付
し
ま

す
。

　

た
だ
し
、４
月
３
日（
月
）以

降
に
加
入
の
届
け
出
を
し
た
方

に
は
、４
月
の
納
税
通
知
書
は
送

付
し
ま
せ
ん
。（
７
月
中
旬
に
送

付
し
ま
す
）

　

納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
場

合
は
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
仮
算
定
額
は
、令
和
４
年
度

の
保
険
税
を
基
に
、確
定
賦

課
は
令
和
４
年
中
の
所
得
金

額
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
ま

す
。

問　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
３
６
）

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

道
路
の
穴
ぼ
こ
、路
肩
の
崩

壊
な
ど
の
道
路
損
傷
、落
下
物

な
ど
を
発
見
し
た
ら
、場
所
が

分
か
る
写
真
な
ど
と
、ハッ
シュ
タ

グ「
＃
石
巻
市 

＃
道
路
」を
付

け
て
ツ
イ
ー
ト
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、電
話
や
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
問
い
合
わ
せ
に
よ
る
受

け
付
け
も
継
続
し
て
い
ま
す
。

問
申

　
道
路
課（
内
線
５
６
１
６
）

　

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律（
個
人
情
報
保
護
法
）が

改
正
さ
れ
、こ
れ
ま
で
独
自
の
個

人
情
報
保
護
条
例
を
制
定
し
て

い
た
地
方
自
治
体
に
、個
人
情

報
保
護
法
が
全
国
共
通
ル
ー
ル

と
し
て
令
和
５
年
４
月
１
日
か

ら
一
律
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
制
度
改
正
に
対
応
す
る

た
め
、石
巻
市
個
人
情
報
保
護

条
例
を
廃
止
し
、新
た
に「
石
巻

市
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
施
行
条
例
」を
制
定
し
ま

し
た
。

※ 

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　
総
務
課

　
（
内
線
４
０
３
６
）

　新型コロナワクチンの特例臨時接種の実施期間が令和6年3月末まで延長されました。すでに接種券が届い
ていて、まだ接種を受けていない方は接種を受けられます。12歳以上の方を対象に行っている現行のオミクロ
ン株対応ワクチン接種は5月7日（日）で終了となりますので、希望する方はお早めに予約ください。
● 今後のワクチン接種について　高齢者（65歳以上）、基礎疾患がある方（5～64歳）、医療・介護従事者など
を対象にオミクロン株対応ワクチンの追加接種を行います。期間は5月8日（月）から8月末までです。詳しく
は決まり次第、市報や市ホームページでお知らせします。

● 小児（5～11歳）のオミクロン株対応ワクチン接種について　3回目接種から3カ月以上経過した方を対象に4
回目接種を行います。対象となる方には順次接種券を送付します。また、3回目接種で使用するワクチンを4月1日
（土）からオミクロン株対応ワクチンに切り替えます。また、2回目接種からの間隔は3カ月に短縮されました。

● 本市に転入した方へ　接種を受ける際には本市が発行する接種券が必要です。接種券の発行方法は市ホー
ムページまたはコールセンターで確認ください。

※�掲載内容は3月9日時点の情報のため、変更になる場合があります。最新情報は市ホームページを確認ください。
問申 　石巻市新型コロナワクチンコールセンター　☎�0120-567-509

　受付時間(平日)午前8時30分～午後5時　(土日)午前9時～午後3時

新型コロナウイルスワクチン接種情報

※
申
請
方
法
な
ど
、詳
し
く
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
す
る

か
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
申

　
ニ
ホ
ン
ジ
カ
対
策
室

　
（
内
線
３
５
５
９
）

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　
各
支
所

　記念式典や各種イベントを行いますので、
ぜひ気軽に参加ください。
とき�４月２２日（土）午前１０時
ところ�かわまち交流広場（かわべい隣り）、
　かわまちオープンパーク
問 ��商工課（内線3526）

４月１日（土）に
「石巻市かわまち交流広場」がオープン！
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4月に狂犬病予防注射（集合注射）を実施します～犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに～
　犬を登録している方には、３月下旬にお知らせ（ハガ
キ）を郵送しています。集合注射（会場の指定はありませ
ん）か、動物病院で接種してください。新たに犬を飼われ
た方や住所など登録内容に変更があった場合は、届け出
が必要ですので問い合わせください。

問 　環境課（内線3364）
　　各総合支所市民福祉課

※持参するものなど、詳しくはハガキをご覧ください。

集合注射料金�3,150円
内訳：注射料2,600円、
　　�注射済票交付手数料550円

とき ところ 受付会場 時間

河
北・雄
勝

17日
（月） 大谷地

二子西町内会館前 9:50～10:15
沢田老人憩の家前 10:20～10:30
鶴家公民館前 10:35～10:45
五十五人生活センター前 10:50～11:00
本地老人憩の家前 11:10～11:20
大吉野福祉センター前 11:25～11:35

18日
（火）

飯野川

中野林業センター前 9:00～9:10
馬鞍老人憩の家前 9:20～9:30
皿貝老人憩の家前 9:40～9:50
中島生活センター前 10:00～10:10
JAいしのまき
相野谷低温倉庫脇 10:15～10:25

河北総合支所駐車場 10:35～11:00
大谷地 川の上構造改善センター前 11:10～11:30

19日
（水）

雄勝 大須集会所 9:20～9:30
雄勝体育館駐車場 10:00～10:10

大川
入釜谷生活センター前 10:25～10:35
谷地公民館前 10:45～10:55
福地林業者生活改善センター前 11:00～11:10

二俣 三輪田中区公民館前 11:20～11:30
三輪田親林交流館前 11:35～11:45

河
南

20日
（木） 鹿又

中山会館 9:00～9:10
上谷地親交会館 9:15～9:25
谷地中老人憩の家 9:35～9:45
三軒谷地老人憩の家 9:55～10:05
曽波神多目的研修センター 10:15～10:25
本町コミュニティセンター 10:35～10:50
道的生活センター 11:00～11:15
鹿又農業研修センター 11:25～11:40
梅木ふれあいセンター 11:50～12:00

21日
（金）

須江
広渕

糠塚生活センター 9:00～9:10
須江農村定住センター 9:20～9:35
しらさぎ台
コミュニティセンター 9:45～10:05

山根中埣転作推進集落ｾﾝﾀｰ 10:15～10:30
柏木ふれあいセンター 10:40～10:55
広渕町下
コミュニティセンター 11:05～11:20

広渕農業担い手センター 11:30～11:45

24日
（月）

北村
広渕

中沢公会堂 9:00～9:10
朝日会館 9:20～9:30
大番所生活改善センター 9:40～9:50
青木多目的研修センター 10:00～10:15
新田公会堂 10:25～10:40
北村農村交流センター 10:50～11:05
小崎生活センター 11:15～11:25
箱清水老人憩の家 11:35～11:45

とき ところ 受付会場 時間

石
巻

7日
（金）

稲井
(一部)
住吉
山下

南境生活センター 9:00～9:20
みやぎ生協
石巻大橋店駐車場 9:45～10:20

北上公園（中里） 10:35～11:00
禅昌寺駐車場 11:20～11:35

10日
（月） 蛇田

新下前沼公園 9:00～9:15
高玉神社 9:30～10:00
向陽地区
コミュニティセンター 10:15～10:45

裏区会館 11:00～11:15
のぞみ野中央公園
（新立野１号公園） 11:30～11:45

11日
（火） 稲井

裏沢田集会所 9:00～9:15
井内東部ふれあい会館 9:30～10:00
八津会館 10:15～10:30
吉祥寺駐車場 10:45～11:00
内原集落センター 11:15～11:30

12日
（水）

中央
山下
釜大街道

石巻中央公民館駐車場 9:00～9:15
山下屋内運動場専用駐車場 9:35～10:00
五番谷地公園 10:10～10:25
三ツ股三角ちびっこ広場 10:40～10:55
青葉神社 11:10～11:40

13日
（木）

湊
渡波
（一部）

渡波公民館駐車場 9:00～9:40
鹿妻東公園 10:00～10:30
一皇子神社 10:45～11:00
不動町集会所 11:15～11:30

14日
（金） 渡波

根岸会館 9:00～9:15
黄金浜会館 9:30～10:00
祝田（石巻市消防団第９分団前）10:10～10:25
うしお荘 10:40～11:20

河
北・雄
勝

17日
（月） 二俣

大森公民館前 9:00～9:10
東福田農事集会所前 9:15～9:25
北境区集会所前 9:30～9:40

とき ところ 受付会場 時間

25日
（火）

和渕
前谷地

笈入あすなろ館 9:00～9:15
和渕地区
コミュニティセンター 9:25～9:40

和渕山根ふれあいセンター 9:50～10:00
山崎公益堂 10:10～10:20
定川会館 10:30～10:45
根方公益堂 10:55～11:10
河南総合支所 11:20～12:00

桃
生

27日
（木）

太田 桃生文化交流会館駐車場 9:00～9:30

樫崎 ＪＡセレモニーホール桃生
構内（樫崎） 9:45～10:05

永井・倉埣�
牛田・深山

永井いきいき交流センター
駐輪場 10:20～10:50

寺崎 寺崎農業担い手センター 11:05～11:30

28日
（金）

高須賀 高須賀定住センター 9:00～9:20
給人町・
神取 神取いきいき交流センター 9:30～10:00

新田 新田二部落集落センター 10:10～10:25
中津山・
城内 桃生総合支所西側駐車場 10:40～11:30

北
上

18日
（火）

吉浜 北上総合支所駐車場 9:00～9:10

橋浦

北上保健医療センター
駐車場　　　　　　　　　　　　　　　　9:20～9:35

橋浦本地生活センター前 9:45～9:55
長尾生活センター前 10:05～10:15
中原地区チェーン着脱所 10:25～10:40

相川 大指林業センター前 11:05～11:20

牡
鹿・荻
浜

19日
（水）

十八成 くぐなり会館前 9:30～9:40
大原・小渕�
給分・小綱倉

宮城県漁業協同組合
表浜支所前 10:00～10:20

谷川・泊�
大谷川・鮫浦

宮城県漁業協同組合
谷川支所前 10:35～10:55

寄磯・
前綱

宮城県漁業協同組合
寄磯前網支所前 11:15～11:30

20日
（木）

荻浜 荻浜支所・荻浜公民館駐車場 9:00～9:10
鮎川・新山 旧牡鹿公民館駐車場 9:40～10:00
長渡 網地島ライン発着所（長渡） 10:50～11:00
網地 網地島ライン発着所（網地） 11:15～11:25

全
地
区

８日
（土） 休日

対応日
石巻合同庁舎(あゆみ野)
駐車場 13:30～15:00１６日

（日）

転
出・転
入
さ
れ
る
児
童

生
徒
の
保
護
者
の
皆
さ
ん
へ

●
転
出
す
る
方

　

転
出
前
の
学
校
で
発
行
さ
れ

�
子
ど
も
・
教
育

　

家
庭
の
経
済
的
な
理
由
か
ら

支
援
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
児

童
・
生
徒
の
保
護
者
に
対
し
、就

学
に
必
要
な
経
費
の一部
を
支
給

す
る
制
度
で
す
。対
象
な
ど
、詳

し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
申

　
各
小・中
学
校

　
教
育
総
務
課（
内
線
５
０
１
５
）

詳しくはこちら

　

市
で
は
、妊
娠
期
か
ら
出
産
・

子
育
て
ま
で
一
貫
し
て
相
談
に

応
じ
る「
伴
走
型
相
談
支
援
」

と
出
産
・
育
児
に
必
要
な
費
用
の

負
担
軽
減
を
図
る「
経
済
的
支

援
」を
一
体
化
し
た
事
業
を
３

月
１６
日
か
ら
開
始
し
ま
し
た
。

●
伴
走
型
相
談
支
援

対
象　
市
内
在
住
の
妊
婦
お
よ

び
子
育
て
家
庭

内
容

◦
妊
娠
届
時
に
健
康
状
態
の
把

握
な
ど
の
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト

へ
の
記
入
と
保
健
師
な
ど
と

の
面
談
を
行
い
ま
す
。

◦
妊
娠
７
カ
月
頃
に
出
産
に
向

け
た
不
安
解
消
な
ど
の
た
め

の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
送
付
し
ま

　
令
和
６
年
度
小
学
校
入
学
予

定
で
、個
別
の
支
援
を
必
要
と

思
わ
れ
る
お
子
さ
ん
の
保
護
者

を
対
象
に
、就
学
に
関
す
る
相
談

を
行
い
ま
す
。

と
き　
４
月
２８
日（
金
）～
７
月

１４
日（
金
）

申
込
方
法　
電
話
に
て
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　
７
月
３
日（
月
）

問
申

　
学
校
教
育
課

　
（
内
線
５
０
２
６
）

小
・
中
学
生
対
象
の

就
学
援
助
制
度

石
巻
市
出
産
・
子
育
て

応
援
交
付
金
事
業

就
学
相
談

す
。希
望
す
る
方
に
は
面
談

を
行
い
ま
す
。

◦
出
産
後
、乳
児
家
庭
全
戸
訪

問
な
ど
で
子
育
て
に
対
す
る

不
安
解
消
な
ど
の
た
め
の
ア

ン
ケ
ー
ト
の
記
入
と
保
健
師

な
ど
と
の
面
談
を
行
い
ま
す
。

●
経
済
的
支
援

・
出
産
応
援
給
付
金

対 
象　
令
和
４
年
４
月
１
日
以

降
に
妊
娠
届
を
提
出
し
た
方

金
額　
５
万
円

・
子
育
て
応
援
給
付
金

対 

象　
令
和
４
年
４
月
１
日
以

降
に
出
生
届
を
提
出
し
た
方

金
額　
５
万
円

申
込
方
法

・ 

令
和
５
年
３
月
１５
日
以
前
に

出
生
届
ま
た
は
妊
娠
届
を
出

し
た
方

　
３
月
中
旬
以
降
に
通
知
を
発

送
し
ま
す
の
で
、ア
ン
ケ
ー
ト
、

申
請
書
、本
人
確
認
書
類
の
写

し
、通
帳
の
写
し
を
健
康
推
進

令和５年度児童扶養手当の手当額の改定について
児童扶養手当法に基づき、改定されました。

児童扶養手当 令和5年3月分まで 令和5年4月分以降

本体額

全部
支給 43,070円 44,140円

一部
支給

43,060円～10,160円の
範囲で所得に応じて決定

44,130円～10,410円の
範囲で所得に応じて決定

第２子
加算額

全部
支給 10,170円 10,420円

一部
支給

10,160円～5,090円の
範囲で所得に応じて決定

10,410円～5,210円の
範囲で所得に応じて決定

第３子以降
加算額

全部
支給 6,100円 6,250円

一部
支給

6,090円～3,050円の
範囲で所得に応じて決定

6,240円～3,130円の
範囲で所得に応じて決定

※支給月は5月、7月、9月、11月、1月、3月です。
問 　子育て支援課（内線2512）、各総合支所市民福祉課

　
各
小
学
校
区
で
児
童
の
下
校

時
刻
に
合
わ
せ
て
、街
頭
な
ど
で

の
見
守
り
の
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

と
き　
４
月
２０
日（
木
）

※
各
小
学
校
の
都
合
に
よ
り
変

更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、各
小
学
校
に
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

重
点
地
区　
開
北
小
学
校

問　
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

　
（
内
線
２
５
３
３
）

第
１
回
不
審
者
対
策

学
校
区
パ
ト
ロ
ー
ル

課
ま
で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

・ 

令
和
５
年
３
月
１６
日
以
降
に

妊
娠
届
を
出
し
た
方

　
妊
娠
届
提
出
時
の
面
談
の
際

に
、申
請
と
な
る
の
で
、本
人
確

認
書
類
の
写
し
、通
帳
の
写
し

を
持
参
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限
　

・ 

出
産
応
援
給
付
金

　
出
産
の
前
日
ま
で

・ 

子
育
て
応
援
給
付
金

　

出
生
届
出
日
か
ら
概
ね
４
カ

月
以
内

・ 

令
和
５
年
３
月
１５
日
以
前
に

出
生
届
ま
た
は
妊
娠
届
を
出

し
た
方

　

発
送
す
る
通
知
に
記
載
し
て

い
る
期
限
ま
で
に
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

問
申

　
・ 

伴
走
型
相
談
支
援

健
康
推
進
課（
内
線
２
４
２
０
）

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

・ 

経
済
的
支
援

　
子
育
て
支
援
課

　
（
内
線
２
５
５
２
）

た
在
学
証
明
書
な
ど
の
関
係
書

類
を
、転
出
先
の
学
校
ま
た
は

教
育
委
員
会
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

●
転
入
し
た
方

　

転
入
手
続
き
を
す
る
と
入
学

通
知
書
が
発
行
さ
れ
ま
す
の
で
、

新
し
い
学
校
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。新一年
生（
入
学
前
）は
手
続

き
が
必
要
で
す
の
で
、教
育
総
務

課
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問　
教
育
総
務
課（
内
線
５
０
１
８
）
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佳 

作
にげみち確保 あんぜん確保
声かけながら みんなで避難
� 青葉中学校2年 伊

い せ
勢 千

ち ひ ろ
紘

佳 

作

声かけて いそいでにげよう 
避難所へ 一つの命 守るため
� 河南東中学校2年 櫻

さくらだ
田 青

そ ら
空

問　学校安全推進課（内線5082）
　　 令和3年度石巻市学校防災推進会議

防災「合言葉」受賞作品

防災ラジオテスト放送
４月11日（火）午後3時ごろ

市報 いしのまき　令和5年（2023年）4月号

　

障
害
の
あ
る
方
が
自
立
し
た

日
常
生
活
お
よ
び
社
会
生
活
が

営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、社
会

参
加
活
動
や
自
発
的
な
活
動
を

支
援
す
る
団
体
な
ど
に
補
助
金

を
交
付
し
ま
す
。

　
要
件
な
ど
、詳
し
く
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
い
た
だ
く
か
、

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　
５
月
３１
日（
水
）

問
申

　
障
害
福
祉
課

　
（
内
線
２
４
８
３
）

詳しくはこちら 

　
地
域
活
性
化
お
よ
び
地
域
課

題
の
解
決
に
資
す
る
事
業
に
対

し
て
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。詳

し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

助
成
金
額　
上
限
30
万
円

申
込
方
法　
申
請
書
と
必
要
書

類
を
窓
口
に
直
接
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　
４
月
１４
日（
金
）

問
申

　
地
域
協
働
課

　
（
内
線
３
３
１
７
）

　
日
本
語
や
日
本
の
文
化
な
ど

に
つ
い
て
学
べ
る
教
室
で
す
。外

国
人
を
雇
用
し
て
い
る
方
も
申

し
込
み
で
き
ま
す
。

●
市
内
在
住
外
国
人

と
き　
４
月
１７
日（
月
）か
ら

　
毎
週
月
曜
日（
祝
日
を
除
く
）　　

　
午
前
１０
時
～
１１
時
４５
分

と
こ
ろ

　
か
わ
ま
ち
交
流
セ
ン
タ
ー

●
外
国
人
技
能
実
習
生

と
き　
４
月
９
日（
日
）か
ら

　
第
２・第
４
日
曜
日

　
午
前
１０
時
～
１１
時
３０
分

と
こ
ろ

　
総
合
福
祉
会
館
み
な
と
荘

料
金　

年
会
費
１
、０
０
０
円

程
度

　

移
動
型
プ
レ
ー
パ
ー
ク
を
市

内
に
お
い
て
継
続
的
に
開
催
す

る
団
体
に
対
し
、事
業
に
要
す
る

経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
象
や
補
助
額
な
ど
、詳
し
く

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な

る
か
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
方
法

　

申
請
書
、必
要
書
類
を
窓
口

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限

　
令
和
６
年
２
月
29
日

問
申

　
子
育
て
支
援
課

　

(

内
線
２
５
５
３)

詳しくはこちら 

　

子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
過

ご
せ
る
居
場
所
づ
く
り
に
取
り

組
む
団
体
に
対
し
、子
ど
も
食

堂
の
開
設
お
よ
び
運
営
経
費
の一

部
を
補
助
し
ま
す
。対
象
や
補

助
額
な
ど
、詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
方
法

　

申
請
書
、必
要
書
類
を
窓
口

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限

　
令
和
６
年
２
月
29
日

問
申

　
子
育
て
支
援
課

　

(

内
線
２
５
５
３)

詳しくはこちら 

令
和
５
年
度
障
害
者

社
会
参
加
促
進
事
業

・
自
発
的
活
動
支
援
事
業
の

補
助
金
申
請
に
つ
い
て

令
和
５
年
度
「
地
域
づ
く
り

基
金
事
業
助
成
金
」

対
象
事
業
の
募
集

「
外
国
人
の
た
め
の
楽
し
い

日
本
語
教
室
」
受
講
生
募
集

移
動
型
プ
レ
ー
パ
ー
ク
の

運
営
経
費
を
補
助
し
ま
す

子
ど
も
食
堂
の
開
設

・
運
営
経
費
を
補
助
し
ま
す

　

町
内
会
や
行
政
区
の
防
犯
灯

の
維
持
管
理
費
を
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
や
申
込
方
法
な
ど
、詳

し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限

◦
防
犯
灯
電
気
料
金
補
助
金

◦
防
犯
灯
交
換
費
補
助
金

　
４
月
３
日（
月
）～
令
和
６
年

２
月
２８
日

◦
防
犯
灯
新
規
設
置
費
補
助
金

　
６
月
１
日（
木
）～
令
和
６
年

２
月
２８
日

問
申

　
地
域
協
働
課

　
（
内
線
３
３
１
８
）

　
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

　
市
道
を
除
草
す
る
活
動
団
体

を
募
集
し
ま
す
。除
草
面
積
に

応
じ
て
委
託
料
を
支
払
い
ま
す
。

団
体
の
要
件　
町
内
会
、婦
人

会
、育
成
会
、老
人
ク
ラ
ブ
、

企
業（
市
内
に
本
店
が
あ
る
）

な
ど
の
団
体
で
、対
象
区
間
で

防
犯
灯
維
持
管
理
等
補
助
金

い
し
の
ま
き
道
路
除
草
制
度

�

募
集
・
案
内

�

環
境
・
エ
コ

　
家
庭
か
ら
生
じ
た
余
剰
食
品

を
提
供
い
た
だ
く「
フ
ー
ド
ド
ラ

イ
ブ
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

と 

き　
４
月
１0
日（
月
）、28
日（
金
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

と
こ
ろ　
環
境
課
カ
ウ
ン
タ
ー

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

問　
廃
棄
物
対
策
課

　
（
内
線
３
３
７
３
）

フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
実
施
中

地
域
互
助
活
動

促
進
事
業
助
成
金

奨
学
金
返
還
支
援
事
業

助
成
金

事
務
所
新
設
な
ど
で

電
気
料
金
を
補
助
し
ま
す

　
市
民
主
体
の
団
体
が
行
う
日

常
生
活
上
の
助
け
合
い
活
動
に

対
し
、助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。

　

対
象
な
ど
詳
し
く
は
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
助
成
対
象
団
体
の
設
立
、活
動

の
サ
ポ
ー
ト
を
実
施
し
ま
す
の

で
事
前
に
相
談
く
だ
さ
い
。

問
申

　
保
健
福
祉
総
務
課

　
（
内
線
２
４
６
６
）

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　
医
療
・
介
護
・
福
祉
分
野
の
専

門
職
員
の
人
材
確
保
の
た
め
、

奨
学
金
返
還
金
の一
部
を
助
成

し
ま
す
。要
件
な
ど
、詳
し
く
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
す
る

か
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
期
間　
４
月
３
日（
月
）～

28
日（
金
）

問
申

　
保
健
福
祉
総
務
課

　
（
内
線
２
４
６
６
）

詳しくはこちら 

雨
水
利
用
タ
ン
ク

普
及
促
進
事
業
補
助
金

太
陽
光
発
電
等

普
及
促
進
事
業
補
助
金

古
着・布
類
の
出
し
方
に

つ
い
て

申
込
開
始　
４
月
３
日（
月
）

申
請
方
法　
申
請
書
を
持
参
す

る
か
郵
送（
必
ず
書
留
な
ど

配
達
記
録
が
残
る
方
法
）し

て
く
だ
さ
い
。申
請
書
は
、環

境
課
、各
総
合
支
所
市
民
福

祉
課
お
よ
び
各
支
所
の
窓
口

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

取
得
し
て
く
だ
さ
い
。

※
対
象
な
ど
、詳
し
く
は
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
申

　
〒
９
８
６-

８
５
０
１

　
（
住
所
不
要
）

　
環
境
課（
内
線
３
３
６
８
）

申
込
開
始　
４
月
３
日（
月
）

申
請
方
法　
申
請
書
を
持
参
す

る
か
郵
送（
必
ず
書
留
な
ど

配
達
記
録
が
残
る
方
法
）し

て
く
だ
さ
い
。申
請
書
は
、環

境
課
、各
総
合
支
所
市
民
福

祉
課
お
よ
び
各
支
所
の
窓
口

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

取
得
し
て
く
だ
さ
い
。

※
対
象
な
ど
、詳
し
く
は
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

市
で
回
収
す
る
古
着
・
布
類

は
、再
利
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、

汚
れ
て
い
る
も
の
や
濡
れ
て
い
る

も
の
、カ
ビ
の
生
え
て
い
る
も
の

な
ど
、製
品
と
し
て
販
売
で
き
な

い
状
態
の
も
の
は
再
利
用
で
き

ま
せ
ん
。

　
ま
た
、布
団
や
カ
ー
ペッ
ト
な

ど
は
古
着
・
布
類
で
は
出
せ
ま
せ

ん
の
で
、ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー
ま
た

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
回
収
品

目
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
廃
棄
物
対
策
課

　
（
内
線
３
３
７
６
）

自衛官採用試験

　自衛官候補生（18歳以上33歳未満の方）は年間を通じて受付
しています。詳しくはホームページをご覧いただくか、問い合わ
せください。

問申 　自衛隊宮城地方協力本部�石巻地域事務所　☎83-6789

幹部候補生（第１回） 一般曹候補生
（第１回）

応募
資格

「一般・大卒程度」22歳以上26歳未満の方（20歳以上22歳未満の方は
大卒（見込み含む））
「一般・院卒者」20歳以上28歳未満の修士課程修了者等（見込み含む）
「歯科・薬剤科」専門の大卒（見込み含む）で20歳以上30歳未満の方
（薬剤科は20歳以上28歳未満の方）

18歳以上
33歳未満
の方

申込
期限 4月14日（金） 5月9日（火）

詳
し
く
は
こ
ち
ら

問
申

　
　
〒
９
８
６-

８
５
０
１

（
住
所
不
要
）

　
環
境
課（
内
線
３
３
６
８
）

※
テ
キ
ス
ト
代
・
保
険
料
は
自
己

負
担

申
込
方
法　
電
話
で
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

問
申

　

国
際
サ
ー
ク
ル
友
好

２１
事
務
局

　
☎
０
７
０-

７
５
８
７-

８
０
４
５

問　
市
地
域
振
興
課

　
（
内
線
４
２
４
６
）

問　
市
産
業
推
進
課

　
（
内
線
３
５
４
８
）

お
お
む
ね
１
０
０
㎡
以
上
の

除
草
を
、年
２
回
以
上
実
施

で
き
る
団
体

※
道
路
愛
護
会
を
設
立
し
て
も

ら
い
ま
す
。

活
動
内
容
　
路
肩
を
お
お
む
ね

１ｍ
の
範
囲
で
人
力
除
草
お

よ
び
機
械
除
草

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
申

　
道
路
課

　
（
内
線
５
６
５
２
）

　

令
和
４
年
４
月
１
日
以
降
、

事
業
所
な
ど
を
新
設
ま
た
は
増

設
し
た
こ
と
で
契
約
電
力
が
増

加
し
、か
つ
雇
用
者
が
３
人
以
上

増
え
た
場
合
、電
気
料
金
の一部

を
補
助
し
ま
す
。詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
地
区　
本
庁
地
区
、河
北

地
区
、雄
勝
地
区
、牡
鹿
地
区

申
込
期
間　
４
月
上
旬
～
中
旬

問
申

　

(

一財)

電
源
地
域
振
興

セ
ン
タ
ー

　
☎
０３-

６
３
７
２-

７
３
０
７
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　　 4月の相談あんない
●行政書士相談　※要予約
　・１７日（月）�午前１０時～午後３時　市役所２階相談室Ａ・Ｂ
　 問申 　宮城県行政書士会石巻支部　☎82-3599
●行政相談
　・５日（水）�午前１０時～正午　桃生総合支所２階会議室
　・７日（金）�午前１０時～午後３時　牡鹿総合支所２階研修室
　・１２日（水）�午前１０時～３時　雄勝総合支所１階会議室
　・１２日（水）�午後１時30分～３時３０分　市役所２階相談室Ｂ
　・２１日（金）�午前１０時～午後３時　河北総合支所２階第３会議室
　問　東北管区行政評価局　☎022-262-7839

●弁護士による無料法律相談（市役所２階�総合相談センター相談室）
　・１１日（火）　齋藤智法律事務所　齋藤弁護士（調整中）
　・２５日（火）　石巻向陽法律事務所　須藤弁護士（調整中）
　　午前10時30分～午後4時　定員�1日9人〔先着〕
　※要予約。予約受付開始�3日（月）�午前9時
　 問申 　総合相談センター（内線2532・2534）
●仙台弁護士会法律相談　※要予約
（石巻法律相談センター　穀町12-18�石巻駅前ビル４階　☎23-5451）
・一般法律相談　火・木・日曜日（祝日を除く）
　午前１０時３０分～午後0時30分、午後１時３０分～4時３０分
※相談内容や経済状況により、無料で相談を受けられる場合があります。
・交通事故相談
　毎月第１火曜日（祝日の場合は第２火曜日）�午後１時３０分～3時３5分
※前週金曜日までに要予約　※５回まで無料（ただし刑事事件を除く）

　 問申 　仙台弁護士会法律相談センター　☎022-223-2383
　　　��　午前１０時～午後５時（土日・祝日を除く）
　※当日の相談予約・キャンセルは、直接石巻法律相談センターへ。
●司法書士による無料法律相談会　※予約優先
　（石巻司法書士相談センター　中里一丁目１番２１号　グランドハイツ中里１階）
　司法書士が無料で相続登記・法律相談に応じます。　
　・毎週金・土曜日（祝日を除く）�午後１時３０分～４時３０分
　 問申 　石巻司法書士相談センター　☎９６-３６１１
　　　��　午前９時～午後５時（土日・祝日を除く）
●司法書士による相続登記相談
　令和６年４月１日に施行される不動産の相続登記義務化に備え、相続登記に
関するご相談を司法書士が無料でお受けします。
　・3日（月）�午前１０時～午後３時　市役所５階住宅課　※要予約
　　対象　市内にある不動産の所有者、またはその相続人（今後見込みのあ
る方を含む）

　 問申 　宮城県司法書士会　☎０２２-２６３-６７５５
　　　��　午前９時～午後５時（土日・祝日を除く）

●県交通事故電話相談（県庁交通事故相談室）
　午前8時30分～午後4時45分（土日・祝日を除く）　☎022-211-2432、2433
●交通事故に伴う自動車保険請求相談（そんぽADRセンター東北）
　午前９時15分～午後５時（土日・祝日を除く）　☎0570-022808

●18歳未満の子どもに関する相談　県東部児童相談所（県石巻合同庁舎）
　午前８時30分～午後５時15分（土日・祝日を除く）　☎95-1121
●子育てに関する相談　子育て支援課
　午前８時30分～午後５時（土日・祝日を除く）　☎24-6848
●子育て世代包括支援センター
　・いっしょ�issyo�えきまえ（ささえあいセンター）
　　午前１０時～午後６時（土日・祝日�午前９時３０分～午後５時）
　　☎98-4158、080-1664-2936
　・いっしょ�issyo�へびた（のぞみ野2-2-4�石巻信用金庫総合相談センター4階）
　　午前９時～午後４時（土曜は要予約）　☎24-6878、080-9259-0361

●無料人権相談（特設人権相談窓口）
　特設人権無料相談窓口を次のとおり開設します。
　・５日（水）�午前１０時～午後３時　桃生総合支所�２階会議室
　・７日（金）�午前１０時～午後３時　牡鹿総合支所�２階研修室
　・１２日（水）�午前１０時～午後３時　雄勝総合支所�1階会議室
　※仙台法務局石巻支局では、随時相談を受け付けています。
　問　仙台法務局石巻支局　☎２２-６１８８
●年金受給に関する相談（石巻年金事務所　☎22-5115）　※要予約
　◦毎週月曜日（休日のときは翌日）は相談時間を午後7時まで延長します。
　　（受付時間�午後6時まで）
　◦休日年金相談　8日（土）�午前９時３０分～午後４時（受付時間�午後3時まで）
●県消費生活相談（県石巻合同庁舎１階�県民サービスセンター）
　午前９時～午後４時（土日・祝日を除く）　☎93-5700
●市民生活相談（市役所２階�総合相談センター）
　・市民相談（内線2532）　（土日・祝日を除く）
　・家庭児童相談（内線2534）　※月・火・木・金曜日
　・少年相談（内線2533）　※月～木曜日
　・消費生活相談（☎23-5040）　（土日・祝日を除く）
　※時間はいずれも午前９時～午後５時
●虐待 ・ ＤＶ相談（市役所２階�総合相談センター）
　午前８時30分～午後５時（土日・祝日を除く）
　（内線2535・2538・2539・2543）　直通☎23-6614
　※児童、高齢者、障害者の各種虐待相談およびＤＶ相談
●生活保護・生活困窮の相談（市役所２階�保護課）
　・生活にお困りの方　・働くことに自信がない、生活習慣が乱れている方
　・家計のやりくりができない、すぐにお金を使ってしまう方
　・子どもの学習・生活について不安がある方（生活困窮世帯対象）
　問　保護課（内線250４）
●仕事と家計に関する相談会
　働くことや家計管理にお困りの方への支援のため、総合支所などで出張相
談を実施します。

　・５日（水）�午後１時～４時　河南総合支所
　・１２日（水）�午後１時～４時　河北総合支所
　・１９日（水）�午後１時～４時　桃生公民館
　 問申 　ひありんく石巻　☎９８-９１６３
●住居確保給付金について
　離職や減収により経済的に困窮し、住居を失った方やその恐れのある方に
対し、資産や収入、求職活動をすることなどを要件として支給される給付金
です。家賃の支払いにお困りの方は相談ください。
　問　保護課（内線2505・２５０７）

●障害のある方に関する相談
　・石巻市・女川町基幹相談センターくるみ　☎24-8355
　・障害児（者）相談支援事業所“Kai”　☎93-2924
　・障害者相談支援センター桜・さくら　☎98-7760
　・ひまわりデイサービスセンター障がい者相談支援室　☎84-2518
　・障がい者相談支援事業所「とも」　☎98-8326

●各地区包括支援センター　※（　　）内は担当地区
　・中央（石巻・中央）� ☎21-5171　　・河北（河北）　☎61-1252
　・稲井（稲井・住吉）� ☎93-8166　　・雄勝（雄勝）　☎61-3732
　・蛇田（蛇田）� ☎92-7355　　・河南（河南）　☎86-5501
　・山下（山下・釜・大街道）� ☎96-2010　　・ものう（桃生）☎76-5581
　・渡波（渡波・荻浜）� ☎25-3771　　・北上（北上）　☎61-7023
　・湊（湊）� ☎90-3146　　・牡鹿（牡鹿）　☎44-1652

行　
　
政

法　
　
律

交
通
事
故

子
ど
も

暮
ら
し

障
害
者

介　　
護

　高齢者の方々が知識と経験を生かし、能力に応じた創造活動と趣味を活用し、生きがいを高める目的か
ら開設している講座です。令和５年度から、北上地区で新規講座を開講します。
受講資格　市内在住で６０歳（令和５年４月１日現在）以上の方　　料金　材料費のみ
講座内容

申 込方法��申込用紙に記入の上、窓口に直接申し込みください。
　申込用紙は窓口または市ホームページから取得してください。
申込期間　４月３日（月）～１４日（金）
※受講決定は４月下旬に通知します。

問申 　介護福祉課（内線2462）、北上総合支所市民福祉課　☎６７-２１１３

令和５年度�高齢者の生きがいと創造の事業受講生募集
（北上地区新規講座）

　
ヒ
ル
ク
ラ
イ
ム
で
の
タ
イ
ム
ト

ラ
イ
ア
ル
と
牡
鹿
半
島一周（
お

し
い
ち
）の
フ
ァ
ン
ラ
イ
ド
を
楽

し
む
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

　
イ
ベ
ン
ト
当
日
の
運
営
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
も
募
集
し
て
い
ま
す
。希

望
の
方
は
、電
話
に
て
直
接
連
絡

く
だ
さ
い
。

と
き　
４
月
２３
日（
日
）

　
午
前
８
時
４５
分

牡
鹿
半
島
チ
ャ
レ
ン
ジ

ラ
イ
ド
２
０
２
３

　
　
イ
ベ
ン
ト

講座名 開催日 受講時間 開催場所 定員 内容

つまみ細工 ５月・７月・９月・１１月
（月２回　第１・２水曜日）

午前１０時
～正午

北上総合支所
２階多目的室

１０人
〔抽選〕

キーホルダー、アクセサリー、
フォトフレームなどの制作

クラフトバンド ５月～１０月
（月２回　第３・４水曜日）

午前１０時
～正午

北上総合支所
２階多目的室

１５人
〔抽選〕

かご、バッグ、小物などの制作 集
合
場
所　
女
川
町
海
岸
広
場

定
員　
２
０
０
人

料
金　
８
、０
０
０
円

申
込
方
法　
海
街
さ
ん
ぽ
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

申
込
期
限　
４
月
３
日（
月
）

詳しくはこちら 

問
申

　

一
般
社
団
法
人
石
巻

圏
観
光
推
進
機
構

　
☎
98-

８
２
８
５


